
各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金交付要綱 

（令和７年６月１３日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業者等が行う採用情報のウェブ発信を支援し、将来の地

域産業の発展を担う人材確保の促進を図るため、予算の範囲内において各務原市若

者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則第３４号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（次条第２号アにおいて「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）次のいずれかに該当する者で、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するも

のであること。 

  ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれか

に該当する者 

イ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人 

ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第

２条第１号に規定する一般社団法人等 

エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４

９号）第２条第３号に規定する公益法人 

オ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条第２項に規定する医療法人 

カ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

キ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号に規定する協同組合等 

ク 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人 

（２）市税を滞納していないこと。 

（３）各務原市補助金交付規則第３条の３各号のいずれにも該当していないこと。 

（４）この補助金の交付を受けたことがないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者 



（２）政治活動又は宗教活動を業とする者 

（補助事業）  

第３条 補助事業は、次の各号のいずれにも該当して実施する事業とする。 

（１）事業年度から３年度以内に採用予定があり、それに資する採用活動で使用する

ことを目的としていること。 

（２）次のいずれかに該当する事業又はそれらを組み合わせた事業であること。 

ア 補助対象者が運営する採用に関するウェブサイト又はウェブページ（以下こ

れらを「採用サイト」という。）を新設し、又は改修する事業 

イ 採用を目的とした会社紹介等の動画を作成し、採用サイトに掲載する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体から同種

の補助を受ける場合は、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事

業を実施するため外部委託をする経費のうち、別表に掲げる区分に応じ、同表に定

める内容に係るものとする。 

２ 補助事業を補助事業以外の事業と併せて実施するときは、補助対象経費を明確に

区別しなければならない。 

３ 補助対象経費には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税

及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税を含まないも

のとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、外部委託先が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該外部委託先に係る経費は、補助対象経費に含めることができない。 

（１）補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）の役員その他こ

れに準ずるもの（以下この号において「役員等」という。）が、外部委託先の役

員等である場合 

（２）申請者と外部委託先が資本関係その他これに準ずる関係にある場合 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、２５万円を上限とする。 

（交付の申請等） 

第６条 申請者は、各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金交付申請書



（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）補助対象経費に係る見積書の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交

付の適否を決定し、各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第３号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業

の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あら

かじめ各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金（変更・中止・廃止）

承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の適否を決定し、各務原市

若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金（変更・中止・廃止）承認（不承認）

決定通知書（様式第５号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実施報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日（補助事業を中止

した場合においては、当該中止の承認を受けた日をいう。以下同じ。）から起算して

３０日を経過した日又は当該完了の日が属する年度の２月末日のいずれか早い日 

までに、各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金実施報告書（様式第

６号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が

特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 

（１）領収書その他の支払を証明する書類 

（２）補助事業の実施が確認できる採用サイト等の写真 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の額を確定し、各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支

援補助金確定通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり、補助事業に係る採用サイト等を閲覧し、補助事業

の実施を確認するものとする。 



（補助金の交付） 

第１０条 補助事業者は、前条第１項の規定による補助金の額の確定の通知を受けた

ときは、各務原市若者人材確保のためのＷｅｂ対策支援補助金交付請求書（様式第

８号）を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者の指定する金融機関

の口座に補助金を振り込むものとする。 

 （決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付の決定を

受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、補助事業者に補助金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、決裁の日

から施行する。 

２ この要綱の施行に関し必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行う

ことができる。 

附 則（令和８年２月１９日決裁） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区分 内容 

採用サイトの新設又

は改修 

ディレクション、設計、デザイン、コーディング、コンテン

ツ作成及び登録、動作確認及びバグ修正、採用サイト公開等

の作業 

会社紹介等の動画作

成及び採用サイトへ

の掲載 

動画の企画及び構成、撮影、編集等の作業並びに当該動画の

採用サイトへの掲載作業 

 


